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２月17日㊊から３月17日㊊まで受付期間

　この申告は、住民税（町県民税）、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定の
基礎となるほか、所得証明書などの交付に必要となる重要な手続きですので、申告が必要な人は、
期間内に必ず申告してください。

住民税・所得税の申告案内

■ 町の申告相談について

■ 確定申告のｅ-Tａｘ（電子申告）利用について

■ 申告に必要なもの ＜チェックリスト＞

■ 税務署の申告相談について
　住民税申告および所得税確定申告（税務署で
確定申告が必要な人以外）を受付します。
　次ページの申告フローチャートで申告が必要
かを確認してください。
　６ページの町の申告相談日程表で会場、対象
地区、受付時間などをご確認ください。

　税務署では、自宅などから申告手続きが完了する「e-Tax 申告」を推進しています。
「マイナンバーカード」とお持ちのパソコンやスマホがあれば、いつでも自宅などか
ら e-Tax で申告書などを提出できます。

▶本人確認書類
　□「マイナンバーカード」
▶収入や経費のわかるもの
　□ 源泉徴収票（給与、公的年金などがある人）
　□ 収支内訳書（営業、農業、不動産収入がある人）⇒相談前に自分で作成が必要
　□ 収支内訳書作成に使った帳簿、領収書、組合集計表など
　□ 保険満期の通知や個人年金の受取金通知など（保険会社などが交付）
　□ その他の収入で収入や経費のわかるもの
▶控除額のわかるもの
　□ 社会保険料の控除証明書（国保税、国民年金、介護保険料など）
　□ 生命保険料・地震保険料の控除証明書
　□ 医療費控除の明細書⇒相談前に自分で作成が必要
　　 【注意】・医療費通知に記載された医療費の額のうち、令和６年中に支払った医療費の額が対象
　　　　　　・医療費通知が無い場合、領収書を整理し、個人ごと、医療機関ごとに合計金額を記入　
　□ 医療費控除の明細書作成に使った医療費通知、領収書、保険金など補てん金額のわかるもの
　□ 障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など（障害者控除に必要）
　□ 寄附金受領証明書など（寄附金控除に必要）
　□ 損失額の計算書、雑損控除の計算書など（雑損控除に必要）⇒事前に作成済みのものが必要
　□ 損失額の計算書、雑損控除の計算書の作成に使った り災証明書、被害を受けた家屋の所有者・
　　 取得時期・取得価格・面積のわかるもの、領収書、保険金や補助金など補てん金額のわかるもの
▶その他の書類
　□ 所得税の還付がある人は口座番号のわかるもの
　□ 税務署から届いた「確定申告のお知らせハガキ」・「利用者識別番号のわかるもの」

税務課　住民税担当
☎32-9142

七尾税務署　☎0767-52-3381

詳しくは ➡

e-Tax
ホームページ ➡

 ◆ 住民税申告に関すること

 ◆ ｅ-Tａｘに関すること

 ◆ 所得税確定申告に関すること

□ して
確認ください

国税庁のLINE公式アカウント友だち追加は➡

「入場整理券」に関する質問は、「税務相談チャットボット
（ふたば）」に質問してください。

　税務署での確定申告受付期間は２月17日㊊から３月
17日㊊です。【受付時間：９:00 ～ 16:00 ㊊～㊎/㊗除く】
（注意）会場への入場には「入場整理券」が必要となりますの
で、国税庁のLINE公式アカウントでのオンライン事前発行
をご利用ください。　※入場整理券は当日分も配付しています。
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申告フローチャート

はい

いいえ

住民税申告
電話で申告可電話で申告可

住民税申告

住民税申告

住民税申告

申告不要

申告不要

申告不要

★税務署またはｅ-Ｔａｘで確定申告した人は、住民税申告は不要です。

確定申告

確定申告

確定申告

　このフローチャートは、「確定申告」「住民税申告」「申告不要」を判断す
る目安です。申告者の状況によって、必ずしも当てはまらない場合があり
ます。ご不明な点は、お問い合わせください。
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⬇

⬇

➡

収入なし
または

非課税収入のみ
(遺族、障害年金、
失業給付金など)

主に
公的年金収入
　※ 年齢基準日
　　R7.1.1 現在 

主に
給与収入

給与・公的年金
以外の収入

・営業、農業所得
・不動産所得
・雑所得
(個人年金、 シルバー )
・一時所得
　(保険満期)など

・町内にいる親族の税申告上の扶養になっている

・町内にいる親族の税申告上の扶養になっていない
・町外にいる親族の税申告上の扶養になっている

・公的年金収入が400万円以下で
　20万円以下の年金以外の所得がある

・所得の合計額より所得控除の合計額の方が多い
　(所得税が課税されない)

・公的年金収入が400万円以下で
　20万円を超える年金以外の所得がある

・所得の合計額より所得控除の合計額の方が少ない
　(所得税が課税される)

・公的年金収入のみで400万円を超えている

・年末調整済の給与(1ヶ所)のみ

・給与以外の所得が20万円以下

・給与以外の所得が20万円を超えている
・2ヶ所以上から給与があり、年末調整されていない
　給与収入と他の所得の合計が20万円を超えている
・給与収入が2,000万円を超えている
・年末調整が済んでいない
・扶養、医療費などの控除を追加で受ける

・公的年金収入のみで
　65歳未満で98万円以下
　65歳以上で148万円以下

・公的年金収入のみで
　65歳未満で98万円超
　65歳以上で148万円超
　　　　　400万円以下

・扶養、医療費などの
控除を追加で受けない

・扶養、医療費などの
　控除を追加で受ける

※「住民税申告」「申告不要」の場合でも、所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付を受ける場合は、
　「確定申告」が必要です。

上記収入の種類を問わず、下記の申告をする人は税務署またはｅ-Ｔａｘで
確定申告してください。町の申告相談では受付できません。
　①青色申告をする人　　　　　　　　  　
　②収入1,000万円以上の事業所得がある人
　③土地や家屋を売った申告をする人　　　  
　④株の売買や先物取引の申告をする人　　  
　⑤山林所得の申告をする人

ご注意ください

☎ 税務課 32-9142
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⑥相続等生命保険年金の申告をする人　　
⑦初めて住宅ローン控除の申告をする人
⑧雑損控除の申告をする人（計算書の準備がない人）
⑨過去の年分の申告をする人
⑩亡くなった人の確定申告をする人　
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★税務署またはｅ-Ｔａｘで確定申告した人は、　町の申告相談は不要です。町の申告相談日程表
申告
会場 相談日

対　象　地　区
受付時間（９:00～ 11:30） 受付時間（13:00 ～ 15:30）

富
来
支
所
（
富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー
）

2/17月 熊野（草木・荒屋・谷神・三明） 熊野（中畠・豊後名・中山・日下田・町居・日用・六実）

2/18火 福浦（丹和） 福浦（日和山・町波・水の澗・和光台）

2/19水 稗造（広地・東小室・貝田・大西・江添・田中・和田・今田・八千代） 稗造（尊保・楚和・阿川・入釜・鵜野屋・地保・切留・灯）

2/20木 西海（西海風無） 西海（西海風戸・西海千ノ浦・西海久喜）

2/21金 西浦（鹿頭） 西浦（赤崎・小窪・笹波・前浜）

2/23㊐ 熊野・福浦・稗造・西海・西浦 西増穂・東増穂・富来

2/25火 西増穂（酒見） 西増穂（大福寺・柏木・稲敷・香能）

2/26 水 東増穂（里本江） 東増穂（八幡・八幡座主・中泉・給分・中浜・相神・草江）

2/27木 富来（富来領家町） 富来（富来地頭町・富来高田・富来七海・富来生神・富来牛下）

× 2/28金 会場移動日

志
賀
町
役
場
（
町
民
ホ
ー
ル
）

3/ 3 月 土田（徳田） 土田（舘開・火打谷）

3/ 4 火 土田（矢田・印内・代田） 土田（新林・牧山・仏木・谷屋・栗山）

3/ 5 水 上熊野（長田・釈迦堂・直海・松木・小室） 上熊野（米町・田原・大笹・牛ケ首・五里峠）・加茂（矢駄）

3/ 6 木 加茂（倉垣・安津見） 堀松（堀松・緑ヶ丘・梨谷小山・清水今江）

3/ 7 金 堀松（北吉田・神代） 堀松（末吉・矢蔵谷・猪ノ谷・出雲・西山台）

3/ 9 ㊐ 土田・上熊野・加茂・堀松 下甘田・中甘田・甘田・志加浦・高浜

3/10 月 下甘田（東谷内・上棚・二所宮） 下甘田（舘・福井・大坂・穴口）

3/11火 下甘田（米浜）・中甘田（福野） 中甘田（長沢・岩田・坪野・宿女）

3/12水 中甘田（大島）・甘田 志加浦（川尻・町・安部屋・営団）

3/13木 志加浦（上野・大津・小浦・志賀の郷住宅・ロイヤルシティ健康村） 志加浦（百浦・赤住）

3/14金 高浜（1区～ 6区） 高浜（7区～ 11区・旭ヶ丘）

3/17月 高浜（ハマナス・あすなろ・新大念寺・東旭・みらいとうぶ） 予備

◆「夜間相談」 → 2/21金 富来支所 と 3/14金 役場本庁 17時30分から19時30分まで（全地区対象）
◆「日曜相談」→ 2/23㊐ 富来支所 と 3/9㊐ 役場本庁（平日申告できない人が対象）※混雑します
◆地区指定日に都合が悪い場合は、指定日以外でも受付します。
◆応急仮設住宅にお住まいの人は、地区の指定はありません。都合のいい相談日に来場してください。
◆２/28金は会場移動日のため、受付できません。
◆“しかばす”で来場した人に、往復分の「回数券」を配付しますので、相談の際に申し出てください。


